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○関係人口の創出・拡大

・オンラインによる関係人口など、新たな関係人口の創出・拡大

○地方への資金の流れの創出・拡大
・企業版ふるさと納税（人材派遣型）の創設

○働きやすい魅力的な就業環境と担い手の確保

○地域の実情に応じた取組の推進

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる
○結婚・出産・子育ての支援
○仕事と子育ての両立

２ 地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる
○地方移住の推進

・地方創生テレワークの推進

○若者の修学・就業による地方への定着の推進

・魅力ある地方大学の実現と地域産業の創出・拡大

基本目標

○地域資源・産業を活かした地域の競争力強化
○専門人材の確保・育成

主な施策の方向性

１ 稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする
目指すべき将来

４ ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる

○安心して暮らすことができるまちづくり

○質の高い暮らしのためのまちの機能の充実
○地域資源を活かした個性あふれる地域の形成

将来にわたって
「活力ある地域社会」

の実現

結婚・出産・子育て
の希望をかなえる

魅力を育み、
ひとが集う

○地方に住みたい希望の
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○地域の特性に応じた、生産性が高く、
稼ぐ地域の実現

○地方とのつながりの構築
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○活力を生み、安心な生活を実現する環境の確保

○安心して働ける環境の実現

○地方への移住・定着の推進

○結婚・出産・子育てしやすい環境の整備

〇上記のまち・ひと・しごと創生総合戦略を勘案して、地方公共団体は、地方版総合戦略を策定する。
〇地方版総合戦略に基づく、地方公共団体の自主的・主体的で先導的な事業を支援するため、国として、地方創生推進交付金事業及び地方創生拠点

整備交付金事業を実施。地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金は、地域再生法に基づく交付金であり、安定的な運用を確保。

１.地方創生の考え方について（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

国は構想の中長期的な方向性を示し、地方の自主的・主体的な取組を支援。地方は、自らが目指すべき理想像を描き、その実現に向けた取組を推進。
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 予算額：460億円（令和３年度補正）、70億円（令和４年度当初）

 交付対象者：都道府県・市町村

 対象事業：自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携等の要素を含む先導的な施設整備等（最長５年間）

（例）観光や農林水産業の振興、地方への移住・起業、女性や高齢者の就業促進、交流人口拡大や地域の消費拡大に資する施設整備 等

 交付割合：１／２（残り１／２の地方負担は地方財政措置）

 交付上限額（国費）の目安：

 １事業毎の国費執行額（令和３年度）：平均値 128.3百万円、中央値 63.9百万円

 予算額：532億円（令和４年度当初）

 交付対象者：都道府県・市町村

 対象事業：自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携等の要素を含む先導的なソフト事業等

（例）ローカルイノベーション、観光振興、移住促進、地方創生人材の確保・育成、ワークライフバランスの実現、小さな拠点、商店街活性化 等

 事業タイプ：先駆タイプ･･･最長５年間の事業で先駆性の高い事業

横展開タイプ･･･先駆タイプに当てはまらない最長３年間の事業

 交付割合：１／２（残り１／２の地方負担は地方財政措置）

 交付上限額等：

 １事業毎の国費執行額（令和３年度）：平均値 26.1百万円、中央値 6.8百万円

交付上限額（国費） 申請上限件数

都道府県 先駆3.0億円 横展開1.0億円 ６事業 ※広域連携事業は３事業まで追加可

中枢中核都市 先駆2.5億円 横展開0.85億円 ５事業 ※広域連携事業は２事業まで追加可

市町村 先駆2.0億円 横展開0.7億円 ４事業 ※広域連携事業は１事業まで追加可

都道府県 中枢中核都市 市町村

１団体あたりの目安（国費） 15億円程度 10億円程度 ５億円程度

地方創生推進交付金
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２．地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金の概要

地方創生拠点整備交付金



３．（１） 地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金の活用状況（団体別）

■地方創生推進交付金
→都道府県においては全47団体が、市区町村では1,741団体のうち1417団体（81.4％）が活用。

※平成28年から令和４年採択分までの実績

■地方創生拠点整備交付金
→都道府県においては全47団体のうち44団体（93.6％）が、市区町村においては1,741団体のうち826団体
（47.4％）が活用している。（都道府県においては、千葉県、東京都、沖縄県が未活用）
※令和２年から令和４年採択分（当初予算）及び平成29年から令和４年採択分（補正予算）の実績

都道 都道

府県 活用数 総数 割合 府県 活用数 総数 割合

北海道 131 179 73.2% 滋賀県 18 19 94.7%

青森県 29 40 72.5% 京都府 26 26 100.0%

岩手県 29 33 87.9% 大阪府 34 43 79.1%

宮城県 25 35 71.4% 兵庫県 31 41 75.6%

秋田県 21 25 84.0% 奈良県 38 39 97.4%

山形県 34 35 97.1% 和歌山県 24 30 80.0%

福島県 42 59 71.2% 鳥取県 19 19 100.0%

茨城県 43 44 97.7% 島根県 18 19 94.7%

栃木県 25 25 100.0% 岡山県 27 27 100.0%

群馬県 29 35 82.9% 広島県 18 23 78.3%

埼玉県 36 63 57.1% 山口県 19 19 100.0%

千葉県 42 54 77.8% 徳島県 24 24 100.0%

東京都 28 62 45.2% 香川県 14 17 82.4%

神奈川県 26 33 78.8% 愛媛県 20 20 100.0%

新潟県 26 30 86.7% 高知県 34 34 100.0%

富山県 15 15 100.0% 福岡県 52 60 86.7%

石川県 18 19 94.7% 佐賀県 17 20 85.0%

福井県 15 17 88.2% 長崎県 21 21 100.0%

山梨県 17 27 63.0% 熊本県 45 45 100.0%

長野県 62 77 80.5% 大分県 18 18 100.0%

岐阜県 35 42 83.3% 宮崎県 26 26 100.0%

静岡県 28 35 80.0% 鹿児島県 38 43 88.4%

愛知県 45 54 83.3% 沖縄県 11 41 26.8%

三重県 24 29 82.8% 合計 1,417 1,741 81.4%

市区町村数 市区町村数 都道 都道

府県 活用数 総数 割合 府県 活用数 総数 割合

北海道 75 179 41.9% 滋賀県 11 19 57.9%

青森県 13 40 32.5% 京都府 17 26 65.4%

岩手県 20 33 60.6% 大阪府 14 43 32.6%

宮城県 14 35 40.0% 兵庫県 26 41 63.4%

秋田県 13 25 52.0% 奈良県 19 39 48.7%

山形県 20 35 57.1% 和歌山県 17 30 56.7%

福島県 36 59 61.0% 鳥取県 9 19 47.4%

茨城県 21 44 47.7% 島根県 8 19 42.1%

栃木県 18 25 72.0% 岡山県 17 27 63.0%

群馬県 13 35 37.1% 広島県 13 23 56.5%

埼玉県 24 63 38.1% 山口県 9 19 47.4%

千葉県 24 54 44.4% 徳島県 12 24 50.0%

東京都 2 62 3.2% 香川県 10 17 58.8%

神奈川県 11 33 33.3% 愛媛県 10 20 50.0%

新潟県 19 30 63.3% 高知県 19 34 55.9%

富山県 13 15 86.7% 福岡県 34 60 56.7%

石川県 7 19 36.8% 佐賀県 9 20 45.0%

福井県 13 17 76.5% 長崎県 9 21 42.9%

山梨県 12 27 44.4% 熊本県 39 45 86.7%

長野県 55 77 71.4% 大分県 12 18 66.7%

岐阜県 23 42 54.8% 宮崎県 12 26 46.2%

静岡県 14 35 40.0% 鹿児島県 9 43 20.9%

愛知県 19 54 35.2% 沖縄県 0 41 0.0%

三重県 12 29 41.4% 合計 826 1,741 47.4%

市区町村数 市区町村数

〇地方創生推進交付金 〇地方創生拠点整備交付金
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３．（２） 地方創生推進交付金及び地方創生拠点整備交付金の活用状況（分野別）

〇地方創生推進交付金の採択額

※各分野の数値を四捨五入しているため、合計した数値が合計欄の数値と合わない場合がある
5

〇地方創生拠点整備交付金の採択額

11%

18%

24%

27%

3%
16%

地方創生推進交付金の活用事業の

事業分野別構成比（令和３年度）

農林水産 観光

ローカルイノベーション 地方への人の流れ

働き方改革 まちづくり

（単位：億円）

当初予算分 補正予算分

R３年度 R３年度 合計 割合

しごと創生（農林水産分野、観光分野、ローカルイノベーション分野） 15 100 115 53%

①農林水産品の輸出拡大等の農林水産分野 6 33 38 18%

②観光振興（DMO）等の観光分野 2 50 52 24%

③（①、②を除く）ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上、
　新規事業化、対日投資促進等のローカルイノベーション分野 7 17 24 11%

地方への人の流れ 1 28 29 13%

働き方改革 0 2 2 1%

まちづくり 10 60 70 33%

総計 26 189 215

分野

（単位：億円）

R３年度 割合

しごと創生（農林水産分野、観光分野、ローカルイノベーション分野） 302 54%

①農林水産品の輸出拡大等の農林水産分野 64 11%

②観光振興（DMO）等の観光分野 103 18%

③（①、②を除く）ITを活用した中堅・中小企業の生産性向上、
  新規事業化、対日投資促進等のローカルイノベーション分野 135 24%

地方への人の流れ 153 27%

働き方改革 15 3%

まちづくり 88 16%

総計 558

分野

18%

24%

11%
13%1%

33%

地方創生拠点整備交付金の活用事業の

事業分野別構成比（令和３年度）

農林水産 観光

ローカルイノベーション 地方への人の流れ

働き方改革 まちづくり



アウトプット（活動実績）

インパクト（社会的な影響）

地方版総合戦略に基づく、地方公共
団体の自主的・主体的で先導的な取
組（デジタル技術の活用等を含む）に
対し、地方創生推進交付金を交付。
※ソフト事業中心
＜例＞
農林水産、観光振興、まちづくり等

➣ 人口減少・高齢化の痛みを和ら
げる

➣ 東京一極集中の是正

➣ 地域の活性化

ロジックモデル（地方創生推進交付金）

アウトカム

解決すべき
問題・課題

人口減少・少子高齢化
地方の過疎化・東京一極集中

地域産業の空洞化

上記問題・課題と事業
との関係

上記は地方共通の課題であり、これらを解決するため、各地方公共団体において地方版総合戦略を策定し、地方創生の取組を推進。
国は、地方版総合戦略に基づく、自主的・主体的で先導的な取組に対して地方創生推進交付金を交付することにより地方公共団体を支援
し、地方創生の深化を促進。

（令和３年度予算）
地方創生推進交付金 552億円

地方創生関係交付金の効果を高めるための措置
① 事業の効果検証
地方創生関係交付金を活用した事業の効果検証に関して、外部有識者による会議体を開催。同交付金を活用した事業全体の地方創生への社

会的・経済的な効果などを調査し、報告書としてとりまとめている。
※令和３年度は、同交付金を活用した先駆タイプの事業（平成28年度から令和２年度にかけての５年事業）について、目標以上の進捗がある事
例や目標に向け十分に進展したとはいい難い事例等の要因等を個別に調査・分析して、具体例や主な要因等をとりまとめ、上記報告書に収録。
② 各事業の適切なＫＰＩの事例の提示・参考事例や事業プロセスの提示
「地方創生事業実施のためのガイドライン」の中で、代表的なＫＰＩの例を提示（6分野38事業類型に関して223のＫＰＩを提示）。また、「地方創生

関係交付金の活用事例集」の中で、地方公共団体の参考となる事例の紹介を行うとともに、当該事業の「アウトプット→交付金事業のアウトカム
→総合的なアウトカム」に至る効果の体系（ロジックツリー）をお示しして、適切なＫＰＩの設定を促進。
③ ＰＤＣＡサイクルを回すにあたっての留意すべき点の提示
同ガイドラインにおいて、各地方公共団体において適切なＰＤＣＡサイクルの下での事業の実施を助言。さらに、ＫＰＩの設定に当たり参考となる

政府統計及びe-stat等のアドレスを、分野毎に紹介。
④ 地方公共団体における効果検証の推進
外部有識者や議会の関与がある形で整備するとともに、効果検証と事業の見直しの結果を公表するよう奨励。

（注）効果検証を通じて、「地方創生推進交付金の効果検証に関する調査報告書」、「地方創生事業実施のためのガイドライン」、「地方創生関係
交付金の活用事例集」を作成し、公表。

インプット（予算）

アクティビティ
（事業概要）

国から地方公共団
体への支援

（令和３年度予算）
交付金効果検証分析事業

0.95億円

４．（１） ロジックモデル（地方創生推進交付金）
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国から地方公共団体へ交付金を支出した数
（平成28年度からの累積）：1,444団体

（参考）
・地方公共団体におけるＫＰＩの設定：100％
・地方公共団体のＫＰＩ達成に貢献する可能
性が高い取組である「適切なＫＰＩ設定」、「安
定した人材の確保」、「地域主体の参加促
進」、「事業改善方針の明確化」の実施率：
82％

地方創生推進交付金対象事業について、
地方公共団体において設定したＫＰＩの達
成：73％

（参考）
・地方創生推進交付金事業全体の効果（経
済波及効果等）：交付金事業費の1.6倍程度

適切な審査（有識者審査含む）
対象事業や経費の適正性、「目指す将来像及び課題の設定」、「ＫＰＩ設定の適切性」とともに、先導性の

各視点について審査を行う。一定の要件に該当する事業については外部有識者による審査を実施。



アウトプット（活動実績）

インパクト（社会的な影響）

地方版総合戦略に基づく、地方公共
団体の自主的・主体的で先導的な施
設整備事業等（デジタル技術の活用
等を含む）に対し、地方創生拠点整備
交付金を交付。

＜例＞
農林水産、観光振興、まちづくり等

➣ 人口減少・高齢化の痛みを和ら
げる

➣ 東京一極集中の是正

➣ 地域の活性化

ロジックモデル（地方創生推進交付金）

アウトカム

解決すべき
問題・課題

人口減少・少子高齢化
地方の過疎化・東京一極集中

地域産業の空洞化

上記問題・課題と事業
との関係

上記は地方共通の課題であり、これらを解決するため、各地方公共団体において地方版総合戦略を策定し、地方創生の取組を推進。
国は、地方版総合戦略に基づく、自主的・主体的で先導的な施設整備事業に対して地方創生拠点整備交付金を交付することにより地方公
共団体を支援し、地方創生の深化を促進。

（令和３年度予算）
地方創生拠点整備交付金 510億円
（当初分50億円、補正分460億円）

地方創生関係交付金の効果を高めるための措置
① 事業の効果検証
地方創生関係交付金を活用した事業の効果検証に関して、外部有識者による会議体を開催。同交付金を活用した事業全体の地

方創生への社会的・経済的な効果などを調査し、報告書としてとりまとめている。
② 各事業の適切なＫＰＩの事例の提示・参考事例や事業プロセスの提示
「地方創生事業実施のためのガイドライン」の中で、代表的なＫＰＩの例を提示（6分野38事業類型に関して223のＫＰＩを提示）。また、

「地方創生関係交付金の活用事例集」の中で、地方公共団体の参考となる事例の紹介を行うとともに、当該事業の「アウトプット→
交付金事業のアウトカム→総合的なアウトカム」に至る効果の体系（ロジックツリー）をお示しして、適切なＫＰＩの設定を促進。
③ ＰＤＣＡサイクルを回すにあたっての留意すべき点の提示
同ガイドラインにおいて、各地方公共団体において適切なＰＤＣＡサイクルの下での事業の実施を助言。さらに、ＫＰＩの設定に当

たり参考となる政府統計及びe-stat等のアドレスを、分野毎に紹介。
④ 地方公共団体における効果検証の推進
外部有識者や議会の関与がある形で整備するとともに、効果検証と事業の見直しの結果を公表するよう奨励。

（注）効果検証を通じて、「地方創生拠点整備交付金の効果検証に関する調査報告書」、「地方創生事業実施のためのガイドライ
ン」、「地方創生関係交付金の活用事例集」を作成し、公表。

インプット（予算）

アクティビティ
（事業概要）

国から地方公共団
体への支援

（令和３年度予算）
交付金効果検証分析事業

0.95億円

４．（２） ロジックモデル（地方創生拠点整備交付金）

7

国から地方公共団体へ交付金を支出した数
（平成28年度からの累積）：844団体

（参考）
・地方公共団体におけるＫＰＩの設定：100％
・地方公共団体のＫＰＩ達成に貢献する可能
性が高い取組である「適切なＫＰＩ設定」、「安
定した人材の確保」、「地域主体の参加促
進」、「事業改善方針の明確化」の実施率：
72％

地方創生拠点整備交付金対象事業につい
て、地方公共団体において設定したＫＰＩの
達成：53％

（参考）
・地方創生推進交付金事業全体の効果（経
済波及効果等）：交付金事業費の1.5倍程度

適切な審査（有識者審査含む）
対象事業や経費の適正性、「目指す将来像及び課題の設定」、「ＫＰＩ設定の適切性」とともに、先導性の

各視点について審査を行う。一定の要件に該当する事業については外部有識者による審査を実施。
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５．（１） 適切な審査（有識者審査含む）

先導性の要素

・ 地方公共団体は、申請書において、事業のＫＰＩや事業費の内訳とともに、「目指すべき将来像」「構造的な課
題」「事業の概要」「事業が構造的課題の解決に寄与する理由」等を記載して提出。国の審査においては、対象
事業（施設）や経費の適正性、「目指す将来像及び課題の設定」、「ＫＰＩ設定の適切性」とともに、下記の先導性
の各視点について審査を行う。一定の要件に該当する事業については外部有識者による審査を実施。

外部有識者（敬称略）

大江 靖雄（東京農業大学
国際食料情報学部国際ビジ
ネス学科教授）

図司 直也（法政大学現代
福祉学部教授）

中嶋 康博（東京大学大学院
農学生命科学研究科教授）

しごと創生分野①
（農林水産分野）

鶴田 浩一郎（ＮＰＯ法人
ハットウ・オンパク理事）

見並 陽一（株式会社びゅう
トラベルサービス顧問）

矢ケ崎 紀子（東京女子大学
現代教養学部教授）

しごと創生分野②
（観光分野）

大谷 基道（獨協大学法学部
教授）

近藤 章夫（法政大学経済学
部教授）

福井 隆（東京農工大学大学
院客員教授）

しごと創生分野③
（農林水産分野及び観光分野除く）

阿部 正浩（中央大学経済
学部教授）

伊藤 健二（三幸学園理事長
特別補佐（戦略担当））

馬場 正尊（株式会社オープ
ン・エー代表取締役）

地方への人の流れ・働き方改
革分野

饗庭 伸（東京都立大学都市
環境学部教授）

坂井 文（東京都市大学 都
市生活学部教授）

辻 琢也（一橋大学大学院
法学研究科教授）

まちづくり分野
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５．（２） 地方創生関係交付金の効果を高めるための措置

外部有識者による会議体を毎年3～4回開催し、地方公共団体によるＰＤＣＡの取

組、ＫＰＩの達成状況、事業の社会的・経済的な効果などを調査し、報告書としてとり

まとめ、地方公共団体に配布するとともに、公表している。

１．対象事業について

• 調査の対象は、令和2年度予算により措置された推進交付金事業（継続事業を含

む）に関して、「事業実施報告」に基づき、重要業績指標（ＫＰＩ）の達成度、効果検

証の運用実態と結果などを整理・分析した。

• 「事業実施報告」の提出数は3044事業であった。

• 事業テーマ別では、しごと創生（ローカルイノベーション、農林水産、観光）が全体

の5割強を占める。中でも観光分野が最も多く、全体の3割弱を占める。

① 事業の効果検証

イ 地方創生推進交付金事業の効果検証

事業テーマ

事業実施報告の提出数

単独事

業

広域事

業(代表)
広域事

業(連携) 計
都道府

県事業

市町村

事業
計

A.しごと創生 A-1.ローカルイノベーショ
ン

304 62 111 477 183 294 477 

A-2.農林水産 205 31 101 337 91 246 337 
A-3.観光 227 128 469 824 100 724 824 

B.地方への
ひとの流れ

B-1.生涯活躍のまち 84 3 18 105 8 97 105 
B-2.移住・人材 354 55 273 682 127 555 682 

C.働き方改革 C-1.若者雇用対策 28 3 9 40 7 33 40 
C-2.ワークライフバランス 44 6 6 56 20 36 56 

D.まちづくり D-1.小さな拠点 36 6 51 93 16 77 93 
D-2.コンパクトシティ 293 32 105 430 47 383 430 

計 1,575 326 1,143 3,044 599 2,445 3,044 

図表 2-2 事業実施報告の提出数（令和4年2月末時点）

※広域事業は、構成地方公共団体がそれぞれ提出

16%

11%

27%

4%

22%

1%
2%

3% 14% A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

総数
3,044
事業

◎は座長
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５．（２） 地方創生関係交付金の効果を高めるための措置

２．地方公共団体における効果検証の実施状況

• 全体の8割強の事業が外部及び議会双方の効果検証を実施

している。

• 都道府県事業は、市町村事業に比べて外部及び双方の効

果検証を実施した割合が高い。

① 事業の効果検証

イ 地方創生推進交付金事業の効果検証（続き）

図表 2-22 効果検証の状況（実施主体別）

91%

81%

83%

6%

11%

10%

1%

2%

2%

2%

6%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

①外部＋議会 ②外部のみ ③議会のみ ④なし

N= 599 

N= 2,445 

N= 3,044 

３．事業プロセスにおいて実施した取組

• 「取り組むべきこと」の実施率は、 項目別で、 「地域資源の

活用 」 、 「主体間コミュニケーション 」 、 「外部による効果検

証 」の実施率が比較的高く、 9 割以上であった 。

• 一方で、「 自走を意識した計画 」 、 「詳細な工程計画 」の実

施率は全体の 6 割程度と比較的低いが 、前年度の 2 割弱

と比較して大きく増加している 。

87%
83%

94%
86%

82%
63%

88%
83%

58%
72%

61%
88%

94%
89%

77%
77%
77%

90%
89%

87%
88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

課題・ニーズの明確化

定量的・客観的な分析

地域資源の活用

外部人材・知見の活用

政策間連携

地域間連携

既存組織・ネットワークの活用

関係者の役割・責任の明確化

自走を意識した計画

経営視点からの検証

詳細な工程計画

．適切なKPI設定

主体間コミュニケーション

こまめな進捗と質の管理

安定した人材の確保

地域の理解醸成を促す情報発信

地域主体の参加促進

外部による効果検証

． KPI目標未達成の要因分析

事業改善方針の明確化

事業改善方針の反映

図表 2-10 「取り組むべきこと」の実施状況
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５．（２） 地方創生関係交付金の効果を高めるための措置

４．ＫＰＩの設定と達成の状況

• ＫＰＩ目標を一つ以上達成した事業の割合は73％であった。

• 効果検証を実施した事業は、効果検証を行わなかった事業

と比べて、ＫＰＩ目標を達成した割合が高くなっており、効果検

証がＫＰＩ 目標の達成に寄与していると考えられる。

① 事業の効果検証

イ 地方創生推進交付金事業の効果検証（続き）

図表 2-44 KPI目標を一つ以上達成した事業の割合（実施主体別）

79%

71%

73%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

市町村

全体

N= 599 

N= 2,445 

N= 3,044 

図表 2-50 KPI目標を達成した事業の割合（効果検証の状況別）

73%

75%

60%

0% 20% 40% 60% 80%

外部＋議会 外部もしくは議会のみ なし

N= 2,521 

N= 368 

N= 155

• 21 項目中 1 5 項目の「取り組むべきこと」 について、これ を

実施した事業の方が ＫＰＩ目標の達成割合が高い 結果と

なった 。特に、「既存組織・ネットワークの活用 」 、 「適切な

ＫＰＩ設定 」 、 「地域の理解醸成を促す情報発信 」 といった

項目はＫＰＩ 目標の達成に貢献している可能性が考えられる。

75%
71%
71%

76%
76%

65%
77%
78%

73%
73%

71%
79%

73%
75%

80%
79%

75%
73%

78%
78%

77%

71%
74%

82%
70%

74%
79%

66%
69%

73%
71%

74%
66%

72%
71%
70%

69%
71%

77%
71%

69%
69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

ア．課題・ニーズの明確化

イ．定量的・客観的な分析

ウ．地域資源の活用

エ．外部人材・知見の活用

オ．政策間連携

カ．地域間連携

キ．既存組織・ネットワークの活用

ク．関係者の役割・責任の明確化

ケ．自走を意識した計画

コ．経営視点からの検証

サ．詳細な工程計画

シ．適切なKPI設定

ス．主体間コミュニケーション

セ．こまめな進捗と質の管理

ソ．安定した人材の確保

タ．地域の理解醸成を促す情報発信

チ．地域主体の参加促進

ツ．外部による効果検証

テ． KPI目標未達成の要因分析

ト．事業改善方針の明確化

ナ．事業改善方針の反映

有 無
N=3,044

3.1
-2.2

-11.2
5.2
2.0

-13.6
10.8

8.7
0.8
1.7

-2.9
12.8

0.4
4.3
9.5

10.1
3.5

-4.1
7.3
8.5
7.8

【有と無の差（％）

事
業
ア
イ
デ
ア
・手
法
検
討

具
体
化

実
施
・継
続

評
価
・改
善

図表 2-48 KPI目標を達成した事業の割合（「取り組むべきこと」

の実施有無別）
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５．（２） 地方創生関係交付金の効果を高めるための措置

５．事業の効果に関する分析

• ほぼ全ての事業で、地方創生に効果があったと認識している結果

になっており、地方創生に非常に効果的であったと認識された事

業は、全体の 1 5% となっている 。

• 実施した「取り組むべきこと」の項目数別に、地方創生に非常に効

果的であったと認識された事業の割合を見てみると、概ね、「取り

組むべきこと」の実施数が増加するに連れてその割合が高まる傾

向にある。

① 事業の効果検証

イ 地方創生推進交付金事業の効果検証（続き）

図表 2-53 地方創生への効果認識の状況（事業テーマ別）

27%

15%

9%

18%

16%

15%

21%

19%

9%

15%

42%

36%

22%

43%

35%

30%

45%

31%

32%

33%

27%

43%

63%

37%

41%

48%

30%

44%

50%

46%

1%

1%

2%

1%

1%

5%

0%

0%

1%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A-1 ローカルイノベーション

A-2 農林水産

A-3 観光

B-1 生涯活躍のまち

B-2 移住・人材

C-1 若者雇用対策

C-2 ワークライフバランス

D-1 小さな拠点

D-2 コンパクトシティ

全体

①地方創生に非常に効果的であった ②地方創生に相当程度効果があった
③地方創生に効果があった ④地方創生に対して効果がなかった
回答なし

N= 477 

N= 337 

N= 824 

N= 105 

N= 682 

N= 40 

N= 56 

N= 93 

N= 430 

N= 3,044 

図表 2-55 地方創生への効果認識の状況（「取り組むべきこと」の実施数別））

６．事業実施時に感じた課題・苦労

• ⑩その他に課題・苦労を抱えた事業が最も多く、そのうち約9 割弱

が新型コロナウイルス感染症を挙げている。また、次いで、 ⑦庁

外・組織外との調整 ・合意形成、①事業推進体制の検討、②

事業経営や技術ノウハウを有する人材の確保・育成に課題・苦労

を抱えた事業が多い。

図表2 57 課題・苦労の内容
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５．（２） 地方創生関係交付金の効果を高めるための措置

効果検証事業の中では、交付金事業全体の効果についても統計解析を実施している。

（ⅰ） 経済波及効果について

各事業における支出額を基に、地方創生推進交付金事業総体としての経済波及効果を産業連関分析により試算したところ、
直接効果及び間接一次波及効果の合計は、いずれの事業テーマでも交付金事業総額の1.6倍程度となった。

（ⅱ） 統計分析について

（a) 市町村別の「人口増減率」への影響（令和３年度効果検証事業）

令和3年度事業では、2015年度から2019年度の社会的・経済的効果を特定するため、当該事業の実績が反映されている可
能性がある指標として市町村の人口を選定し、統計解析を試行的に実施した結果、厚生労働省の将来人口推計と比べた実際
の人口の増減割合は、交付金活用団体と未活用団体の間で有意差がみられ、活用団体では人口減少の改善がみられた。

(b) 市町村別の「農業生産額」、都道府県別の「観光入込客数」への影響（令和4年度効果検証事業）

令和4年度事業では、①「市町村別農業産出額」への「一人当たり交付金支出額」の影響の回帰分析、②都道府県の「観光
入込客数」について「取り組むべきこと」の実施状況の影響分析、の2つを実施した。その結果、①一人当たり交付金額は市町
村の農業生産額の伸び率にプラスの効果を与えていた、②「取り組むべきこと」（21項目）への取組状況が熱心な都道府県の
方が高い観光入込客数の伸びを示していた、との結果が得られた。

（注）上記の人口、農業生産額、観光入込客数の指標には、交付金事業以外の様々な社会的・経済的な要因が影響を及ぼしている上、交付金事
業の効果が発現するまでには数年単位の期間を要する場合もあると考えられることから、引き続きデータを蓄積して統計解析を実施していくことが
必要である。

（参考）令和5年度の効果検証事業では、事業所センサスのデータに基づいて、市町村別の製造業の「生産額」や「雇用者数」
への影響について分析を行うことを予定している。

① 事業の効果検証

ロ 事業全体の地方創生への社会的・経済的な効果の検証
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① 事業の効果検証

ハ 地方創生推進交付金（先駆タイプ）の活用事例に関する調査・分析
• 令和3年度の効果検証事業では、5年間の先駆タイプの事業について、KPIを著しく上回った事例や下回った事例等（59事例、次ページ参

照）について、個別事例ごとに書面及び聴き取り調査を実施した。

• その結果、KPIを著しく下回った事例や計画の途中段階で推進交付金の活用を停止した事例について、事業を進める上で課題が表出し隘
路に陥っていたケースが多いことがわかった。また、KPIの達成について、その成否を分けた要因が、①多くの関係者との円滑な連携、②核

となる人材の確保、③事前調査・分析の十分な実施、④目標達成に向けた対応の見直しなどＰＤＣＡの適切な実施、⑤地域住民の事業へ
の理解・協力等、⑥効果的な広報につながる工夫、⑦地域課題の解決に向けた発想の転換、など複数見受けられた。

• 今後、推進交付金を活用した事業を進めるに当たり、事業に関わる者が改めて危機感と地方創生に向けた強い意気込みを持ち共有すると
ともに、成否を分けた要因について地方公共団体が認識を深め、適切な行動に移すことが、課題の解決や隘路の打開につながるものと考
えられる。

• なお、令和４年度の効果検証事業においては、地方創生拠点整備交付金について、目標以上の進捗がある事例や目標に向け十分に進展
したとはいい難い事例等の要因等を個別に調査・分析を行う予定。

【事例から得られた目標を上回った主な要因】

• 多くの関係者との連携（産学官の役割分担の明確化、研究機関との円滑な連携、他の地方公共団体との連携、民間事業者等との意識共有等）により相乗効果
を発揮した。

• 行政内部の体制強化や庁内連携の促進等により、効果的な事業の実施が可能となった。

• 適切な人材（事業の核となる人材や外部専門家）の確保・活用により効果的な事業の実施が可能となった。

• 適切な事前準備（ニーズや課題の把握、目標達成に向けた見通しなど）が図られたことにより成果の獲得につながった。

• PDCAの適切な実施を通じた推進主体の柔軟かつ機動的な対応により事業が順調に進展した。

• 地域住民の協力・参加が得られたことにより、効果的な事業の実施が可能となった。

• 地域課題の解決に向けた発想の転換、事業手法における創意工夫により、事業が効果的・効率的に展開できた。

【事例から得られた目標を下回った主な要因】

• 自然災害等により、計画どおり事業が進捗等しなかった。特に、コロナ禍の影響により最終年に目標値が大幅に低下した。

• 住民との協議に時間がかかり、事業の進捗が遅れた。または、住民からの理解が得られなかった。

• 関係者（民間事業者、関係自治体等）との連携やコミュニケーションが不足していた。

• 適切な人材（事業の核となる人材、事業のノウハウを有する人材）の確保ができなかった。

• 適切な事前準備（ニーズや需要の把握等）や目標達成に必要となる対応を予め見通しておくことが不足していた。

• 庁内の連携が不足し、事業の相乗効果が働かなかった、などがみられた。
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目標（ＫＰＩ）を大きく上回った事例などについて、個別に書面・聴取（下表の網掛け部分（合計59事例））。

① 事業の効果検証

ハ 地方創生推進交付金（先駆タイプ）の活用事例に関する調査・分析（続き）
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① 事業の効果検証

ハ 地方創生推進交付金（先駆タイプ）の活用事例に関する調査・分析（続き）

（参考）新型コロナウイルス感染症による事業への影響

• KPI目標を大きく上回ったか否かにかかわらず、多くの影響を受けたことがうかがわれる。なお、大きく下回った事例につい

て、多大な影響を受けている旨の回答の割合が大きいことに関しては、観光振興分野の事業の割合が多かったことが寄

与していると考えられる。
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① 事業の効果検証

ハ 地方創生推進交付金（先駆タイプ）の活用事例に関する調査・分析（続き）

（参考）新型コロナウイルス感染症による事業への影響の具体例

• 事例①：農林水産、地域商社

• 【事業概要】地域商社の支援を通じて主力産品である海産物の加工・販売の規模を拡大していき、産地証明によるブランド
を確立し、着実な売り上げが見込めるようにすることで、行政の支援の必要のない生産から販売まで一貫した事業体制の
構築を目指す事業。（事業分野、事業主体（単独か広域連携か）：農林水産、市町村（広域連携））

• 【目標を大きく下回った主な理由】輸出先の重点的なターゲットとしていたアジアの地域で政情不安やコロナ禍の影響によ
り商品流通が滞り、商談が進められなくなったこと、当該地域以外（国内含む）の市場の開拓も模索したが、海産物の特殊

性によりまとまった需要を確保することができず、市場の開拓や新商品の開発が進まなかったことにより、海産物の漁獲量、
海産物の出荷量について目標値を大幅に下回る結果となった。

• 事例②：観光、食文化

• 【事業概要】生産者と料理人（飲食店）等の関係性を深め、食と農の魅力を一体的に提供できる環境づくりを行うとともに、
食を通して地域を楽しむことのできる観光コンテンツを開発し、プロモーションの強化を行うことで、新たな食文化ツーリズ
ムの構築を図る事業。（事業分野、事業主体（単独か広域連携か）：観光、市町村（単独））

• 【目標を大きく下回った主な理由】様々な施策の取組や新商品の導入により途中年度までは事業がおおむね順調に進行
していたが、コロナ禍の影響で国内旅行者と外国人旅行者がともに急減したことにより、外国人、宿泊者数、外国人宿泊
者数、ツアー参加者数について目標値を大幅に下回る結果となった。
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② 各事業の適切なＫＰＩの事例の提示・参考事例や事業プロセスの提示

・ 効果検証事業で毎年策定する「地方創生事業実施のためのガイドライン」の中で、外部有識者の意見を踏まえつつ、地方公共団体に対して、事業
の成果・進捗を的確に把握できるよう、分野・事業類型の別に代表的なＫＰＩの例を提示（6分野38事業類型に関して223のＫＰＩを提示）。

・ ＫＰＩの設定に当たり参考となる政府統計及びe-stat等のアドレスを、分野毎に紹介。

代表的なＫＰＩの例

※ＫＰＩの設定については、農林水産、観光振興分野の他に、ローカルイノ
ベーション、地方への人の流れ、働き方改革、まちづくりの分野に関して主な
ＫＰＩの事例を示している。
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② 各事業の適切なＫＰＩの事例の提示・参考事例や事業プロセスの提示（続き）

・ 効果検証事業で毎年策定する「地方創生関係交付金の活用事例集」の中で、地方公共団体の参考となる事例の紹介を行うとともに、「アウトプット
→交付金事業のアウトカム→総合的なアウトカム」に至る効果の体系（ロジックツリー）をお示しして、効果的な事業の形成と適切なＫＰＩの設定を促
進。

・ また、同活用事例集においては、ＰＤＣＡサイクルの各段階において地方公共団体が気をつけた具体的な取組をお示しして、効果検証を含む適切
な事業プロセスの実施を促進。

（地方創生推進交付金の事例）
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（地方創生拠点整備交付金の事例）

事
業
ア
イデ
ア
・

事
業
手
法
の
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討
＜

Plan>
事
業
の
具
体
化

＜
Plan>

各段階において地方公共団体が気をつけた取組

事
業
の
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施
・継
続

＜
Do>

事
業
の
評
価
・改
善

＜
Check・Action>

ここが
ポイント！

事前調査を通じ、ニーズ把握やターゲット設定を行うことで、効率的で効果的な拠点整備に繋げることができている。
行政のみならず地域全体に関与いただく体制を構築することで、整備拠点のみならず周辺エリアの活性化につなげることができている。

事業の
実施

事業実施
体制の構築

自立性の
確保

達成目標・
水準設定

事業の
継続

事業の
評価

改善への
取組

事業手法の
検討

課題・ニーズ
の明確化

地域組織や近隣住民のニーズを把握したうえで事業計画を策定

別事業で参道エリアの空き地・空き家削減等の施策を実施しており、その中で、参
道エリアのイメージアップにはエリアの中心となるような施設が必要であると考えられてい
た。
事前に事業性検討調査（大山地区住民アンケート、観光客アンケート、大山参
道周辺商圏調査、新複合施設の利用客の推移、事業収支シミュレーション 等）
を実施し、地域住民や観光客から拠点整備に対する意見や拠点に求めるニーズ、
施設の必要性や収益見込みを調査したうえで事業計画を策定した。

事前調査にて
ニーズや強み、
採算性を検討す
ることで安定した
事業計画策定
を実施できた。

地域事業者団体（観光協会）によって設立された地域おこし会社「株式会社さん
どう」が本施設の運営を担い、本事業の責任を地域事業者全体で負うこととした。他
にも国内でも有名なアウトドアブランドの（株）モンベル地方1号店が大山にオープン
されたという過去の繋がりを活かし、（株）モンベルにも本事業の運営に関与頂いた。

拠点が整備され、集客性や観光客の滞在時間が延長されたことが、参道エリア周
辺地域の事業者により一層地域活性化に前向きに取り組んでいただける要素となり、
参道エリア全体で地域活性化に関与いただくことができた。

行政のみでなく
積極的に民間・
地域事業者に
関与いただくこと
で、より一層地
域住民に自分
事として捉えて
事業を進めてい
ただくことができた。

整備拠点だけでなく、周辺地域の活性化を図る

参道市場だけでなく、周辺エリアでも飲食店や旅館等の新規起業件数の増加や観
光客を取り込むための取組（例：コロナ対応として１日１組のみ宿泊客を受け入
れる体制での旅館運営）に繋がり、地域としての盛り上がることで、経済の好循環が
生まれ、地域全体での持続的な事業の運営に繋げられている。

周辺地域に活
性化を通じ、持
続可能な地域
活性化に繋げた。

取組の効果事業の段階

今後の
展開・課題

参道市場の運営については、現在置いていないおにぎりの販売を実施する等、商品ラインナップのさらなる充実を図る。
また現在はコロナの影響で、「観光から移住」の流れがあるため、今後はワーケーションの環境整備を進める。

コロナ禍で施設への訪問者は減少したものの、客単価アップを図る

周辺にコンビニエンスストアやベーカリーショップがないという大山地域の環境を踏まえ、
コンビニエンスストア要素を盛り込んだ商品ラインナップの提供や、ベーカリーショップを
併設。また地域産品や大山の名が入った商品を販売する等、登山客やその商品を
めがけて購入に来られるお客さんに魅力的に映る商品を厳選。ターゲット層とそのニー
ズにあった拠点運営を実施した。

一方で、野菜は日持ちがしにくいので、比較的日持ちのする製品を中心に商品ライ
ンナップを検討する等、収益性にも配慮した。

土日の営業時間の延長や、早朝の段階から商品ラインナップを充実させる等、事業
者の営業努力を通じ満足度の向上を図った。

上記の結果、コロナ禍により、客数は下がったもの、客単価を向上させることができ、
売上増につながった。

周辺環境や来
訪者のニーズ等
を踏まえた商品
ラインナップ等を
実施し、コロナ禍
でも売上高を増
加させた。

本事例に関する連絡先（連絡可）：鳥取県大山町 企画課 0859-54-5202

民間事業者に積極的に関与いただき、行政主体ではなく住民主体
の事業推進体制を構築

② 各事業の適切なＫＰＩの事例の提示・参考事例や事業プロセスの提示（続き）
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③ ＰＤＣＡサイクルを回すにあたっての留意すべき点の提示

・ 「ガイドライン」において、ＰＤＣＡの各段階で「取り組むべきこと」として21項目をお示しして、各地方公共団体において適切なＰＤＣＡサイクルの下で
の事業の実施を助言。

「取り組むべきこと」の実施状況（令和３年度調査）
PDCA の段階 取り組むべきこと 事業実施報告における確認項目 

事業アイデア・ 
事業手法の検討 
＜Plan＞ 

課題・ニーズの 
共有と明確化 

ア． 地域住民や利害関係者との話し合いを通じて課題や 
ニーズを明確化している   

定量的・客観的な 
分析 

イ． 定量的・客観的な分析を通じて地域の実態やニーズ 
を捉えている 

地域資源の活用 ウ． 地域の特色ある資源や強みを活用している 
外部人材・知見の活

用 
エ． 事業手法の検討に外部人材・知見を活用している 

政策間連携 オ． 異なる分野の政策を組み合わせた事業とするため、 
団体内の複数部局や様々な分野の民間企業と連携し

ている 
地域間連携 カ． スケールメリットや人材・ノウハウ融通のため、 

複数地域間で連携している 
既存組織・ネット 
ワークの活用 

キ． 事業実施体制の構築において、地域の企業・団体等 
の既存組織・ネットワークを活用している 

関係者の役割・責任 
の明確化 

ク． 関係者の役割・責任について明確化している 

事業の具体化 
＜Plan＞ 

自走を意識した計画 ケ． 資金調達の方法や事業採算性など事業が継続性を 
もって自走していくことのできるプロセスを明確化

している 
経営視点からの検証 コ． 経営視点からの検証のため、事業実施経験のある 

人材を活用している、または知見ある外部専門家か

ら助言を受けている 
詳細な工程計画 サ． 事業終了までの詳細な工程計画(四半期単位、月単位 

等)を策定している 
適切な KPI 設定 シ． 事業と直接性があり、客観的な成果を表す KPI を 

選定し、妥当な水準の目標値を設定している 
事業の実施・継続 
＜Do＞ 

主体間コミュニケー

ション 
ス． 事業実施主体間で定期的にコミュニケーションを行 

っている 
こまめな進捗と質の

管理 
セ． KPI の進捗について定期的に管理している 

安定した人材の確保 ソ． 担い手となるキーパーソンや、事業を継続的に進め 
ていくマンパワーを確保している 

地域の理解醸成を 
促す情報提供 

タ． 事業の目的・目標や生じつつある効果等の現状、 
事業がもたらすメリットについて情報発信し、事業

実施に対する納得感を醸成している 
地域主体の参加促進 チ． 地域住民・事業者や利害関係者が事業の推進や改善 

に参加できる仕組みをつくっている 
事業の評価・改善 
＜Check/Action＞ 

外部による効果検証 ツ． 外部組織や議会等により事業の効果を多角的に評価 
検証している 

KPI 目標未達成の 
要因分析 

テ． KPI の目標達成状況を定期的に確認し、未達成の場

合はその要因を分析している 
事業改善方針の 
明確化 

ト． 事業の評価を踏まえて対応策を決定し、実行に移し 
ている 

事業改善方針の 
反映 

ナ． 事業の改善方針について次年度以降の事業計画に 
反映している 
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サ．詳細な工程計画
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ス．主体間コミュニケーション

セ．こまめな進捗と質の管理

ソ．安定した人材の確保

タ．地域の理解醸成を促す情報発信

チ．地域主体の参加促進

ツ．外部による効果検証

テ． KPI目標未達成の要因分析

ト．事業改善方針の明確化

ナ．事業改善方針の反映
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５．（２） 地方創生関係交付金の効果を高めるための措置

④ 地方公共団体における効果検証の推進

・ 「（ハ）ＰＤＣＡサイクルを回すにあたっての留意すべき点の提示」の中で、地方公共団体が効果検証で取り組むべき４項目（Check欄）を示すとともに、
事業の事務連絡において、各事業が効果的に実施されているかの検証について、外部有識者や議会の関与がある形で整備し、また、効果検証と
事業の見直しの結果を公表するよう奨励。その結果を、毎年策定する「効果検証に関する調査報告書」の中で分析・公表。

効果検証の状況（事業テーマ別） 効果検証を受けた改善（事業テーマ別）

・地方公共団体における効果検証の状況については、ほぼすべての事業
（95％）が外部または議会による効果検証を実施（予定を含む）。

・83％の団体が外部及び議会双方の効果検証を実施。



参考資料
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○地域再生法（平成十七年四月一日法律第二十四号）

第十三条 国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第五条第四項第一号に掲げる事項が記
載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付
金を交付することができる。

（地域再生計画の認定）
第五条 略
４ 第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。

一 まち・ひと・しごと創生法第九条第一項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において単に「都道府県ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）に同条第二項第三号に掲げる事項として定められた事業又は同法第十条第一項に規

定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略（次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）に同条第二
項第三号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多

様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の
先導的なものに関する事項

イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業（ロに掲げるものを除く。）であって
次に掲げるもの
（１）結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
（２）移住及び定住の促進に資する事業
（３）地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
（４）観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業

（５）（１）から（４）までに掲げるもののほか、地方公共団体が地域再生を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に
資する事業

地方創生推進交付金に関する法律の規定
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（参考資料）



地方創生推進交付金等の予算確保に関する地方六団体からの要望
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〇全国知事会「地方税財源の確保・充実等に関する提言」（令和３年８月）
地方創生の更なる深化や取組の全国展開に向け、複数年度の施設整備事業の採択事業数の拡大や予

算枠の拡充など、地方の意見等を踏まえ、更なる拡充やより柔軟な運用を図ること。

〇全国都道府県議会議長会「令和４年度政府予算編成に関する提言」（令和３年10月）

「地方創生推進交付金」及び「地方創生拠点整備交付金」について、安定的かつ継続的な所要額を確保
すること。

〇全国市長会「地方創生の推進に関する提言」（令和３年６月）
都市自治体が地域の実情に応じた息の長い取組を自主的・主体的に継続して実施できるよう、地方創生

推進交付金等の所要額を確保すること。

〇全国市議会議長会「要望書」（令和２年５月）
地方創生推進交付金については、長期にわたる継続的なものとし、総額の確保を図ること。併せて、自

由度の高い、より使い勝手のよいものとすること。

〇全国町村会「令和４年度政府予算編成及び施策に関する要望」（令和３年７月)
地方創生推進交付金については、町村が総合戦略に基づいた目標達成のため、新たな発想や創意工

夫を活かした事業に柔軟かつ積極的に取り組んでいけるよう、できる限り対象事業となる要件を緩和する
など、自由度の高い交付金とし、その規模も拡充すること。

〇全国町村議会議長会「令和４年度国の予算編成及び施策に関する要望」（令和３年７月)
地方創生推進交付金については、新たな発想や創意工夫を活かした事業に柔軟かつ積極的に取り組ん

でいけるよう、自由度の高いものとするとともに、その規模を拡充すること。また、地方創生に係る事業を
円滑に実施するため、必要な財源を継続的に確保すること。

（参考資料）
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